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  分会行事担当 各位  

                                                栃木県高等学校教職員組合  

                                                      執行委員長  鯉沼 正行  

 

第 15 回高教組スポーツ大会（バレーボール）の開催について (お知らせ ) 
 

日頃より、高教組の活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。  

さて、「高教組スポーツ大会 (バレーボール大会 )」は分会内・相互のコミュニケーシ

ョンを図り、健康増進のためのツールとして開催しております。2022 年度より参加を希

望する分会での標記大会を実施しております。詳細については別紙要項をご参照くださ

い。  

本大会につきまして、趣旨をご理解いただき、分会内での周知と参加についてご検討

お願いします。  

なお、状況によっては大会を中止することがあることをご了承ください。中止する際

は、FAX により連絡いたします。  

 

記  

 

1．期日  中央大会 11月30日(日) 集合9： 00 開始9：30（予定）  

※会場が決まり次第、日程を決定いたします。  

支部大会 各支部で調整  9月下旬～11月上旬 

代表者会 9月8日(月)18:30～ Web開催  

2．会  場  

 

中央大会 県立学校体育館（中央大会出場校の中から会場を選定）  

支部大会 各支部で調整  

3．参加資格  組合員・購読会員  

※管理職で出場を希望する場合は、事前に購読会員の申請をお願いしま

す。  

※組合活動のため保険を別途支出していますので、未加入の方が加入し

ないまま出場することのないようお願いします。  

4．申込方法  

 

大会に参加する分会は別紙①「エントリーシート」にて、登録選手名を

練習開始前までに FAXで報告ください。〆切は9月3日(水)までとします。  

5．そ の 他  

 

 

 

 

 

 

1) 練習中のケガも保険適用されます。ただし、事前の登録選手名のエン

トリーが必要です。練習を行う前に別紙①「エントリーシート」の報

告を本部までお願いします。  

2) 分会人数により、単独でのチーム編成が困難な場合は、連合チームで

の参加も可能ですので、高教組本部までご相談ください。  

3) 運営・審判は参加者同士で行いますので、ご協力ください。  

4) 支部大会の組み合わせ抽選や大会運営については、支部会（ 9月頃実

施）において決定されます。支部会については別途通知致します。  

※未加入者については、事故の補償のため必ず練習開始前に高教組に加

入のうえ参加するようお願いいたします。  

5) 申込みをする際は分会長に必ずその旨を伝えてください。  

栃木県高等学校教職員組合   

 宇都宮市駒生1-1-6 教育会館内  
TEL 028-621-4855 FAX 028-627-3496  

高教組スポーツ大会担当 



【代表者会連絡事項】  

 

1.期 日  9月 8日 (月 ) 18： 3 0～ W eb開 催  

2.参 加 方 法  参 加  Zo om  ミ ー テ ィ ン グ  

ht tp s: // us 06 w eb .z oo m. us /j /8 6 03 47 30 0 19 ?p wd =

f3 pl 9C qw CN WE 7 WH Cz JV qc 5w Aw mz E 6w .1  

  

ミ ー テ ィ ン グ  ID : 8 60  3 47 3 00 19  

パ ス コ ー ド : 1 84 54 3   

【 Zo om】  

 

(Q Rコ ー ド )  

※ Zo omに 関 す る 使 用 方 法 は 高 教 組 H P→ 連 絡 事 項 を 参 照 く だ さ

い 。  

3.日 当  代 表 者 会 は 抽 選 を 行 う た め の 実 施 な の で 日 当 は 発 生 し な い こ と

ご 了 承 く だ さ い 。  

4.資 料  

 

環 境 へ の 配 慮 に 向 け て 、 資 料 を P D Fデ ー タ と し て 高 教 組 H Pよ り

ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と で 紙 面 節 約 に 高 教 組 は 取 り 組 ん で い ま

す 。  

試 合 結 果 は HPを 随 時 更 新 し ま す 。 ま た 、 け が の 申 請 な ど の 様 式

も HPに 掲 載 し て い ま す 。  

5.そ の 他  上 記 連 絡 事 項 に つ い て 、 疑 問 点 が あ り ま し た ら 高 教 組 本 部 ま で

問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

 

 


